
船舶事故等調査報告書 

平成２４年８月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２横第３２号 

事故等種類 安全阻害 

発生日時 平成２４年３月２日 ０８時５０分ごろ 

発生場所 愛知県田原市伊良湖岬南方沖 

 伊良湖岬灯台から真方位１８２°７，２００ｍ付近 

（概位 北緯３４°３０.９′ 東経１３７°００.８′） 

事故等調査の経過 平成２４年３月２日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 海宝
かいほう

丸、１８５トン  

１３３９０３、海宝汽船株式会社 

乗組員等に関する情報 船長、四級海技士（航海） 

死傷者等 なし 

損傷 なし 

事故等の経過 本船は、船長ほか３人が乗り組み、貨物倉に一般材１５３枚約２９７

ｔ、９％ニッケル鋼板（以下「本件鋼板」という。）４５枚約３６２ｔ合

計約６５９ｔを積載し、平成２４年３月２日０４時３０分ごろ、愛知県名

古屋港を出港した。 

本船は、船長が、航海当直に就いて伊良湖水道を南東進中、０８時５０

分ごろ針路を変えるために右へ５°舵を取ったところ、船体が右に約１

０°傾斜した状態となり、また、舵効きも悪くなり、安全な航行を継続す

ることができなくなった。 

船長は、海上保安庁に通報し、避航のため、巡視艇に三重県鳥羽市鳥羽

港外まで伴走してもらい、１０時３０分ごろ投錨した。 

気象・海象 気象：天気 雨、風向 南東、風速 約６m/s 

海象：潮汐 上げ潮の末期、波高 約１.５ｍ、波長 約１０ｍ～１５ｍ 

その他の事項 本船は、本件鋼板及びダンネージの静止摩擦力により荷崩れ防止を図っ

ていた。 

本船は、本船の重心位置の関係から、本件鋼板をふた山に分けて積載す

る必要があったが、本船貨物倉の寸法が、長さ２６.４ｍ、幅６.８ｍに対

し、本件鋼板の寸法が、長さ１３.３ｍ、幅４ｍであったため、ひと山に

積み上げられ、重心が高くなっていた。 

本件鋼板の船積みは、一般材の上に積むことが要求され、かつ、本件鋼

板１枚ごとにナイロン製の袋で梱包したダンネージ木材（以下「本件ダン

ネージ」という。）を使用するように指示されていた。 

静止摩擦係数は、木と鉄が０.６１、ナイロンと鉄が約０.２５、ナイロ

ンとナイロンが０.１５であった。 

本船は、積荷移動の防止及び船側への積荷の落下を防止するため、中甲

板の両舷船側間にまたがる通しダンネージを使用しており、同ダンネージ

を中甲板の高さと同じにするため、本件ダンネージを重ねて使用してい



た。 

本船は、本件ダンネージを重ねた面を起点とし、右舷に荷崩れが発生し

ていた。 

運航者の調査報告書によれば、本船は、波高及び波長から本インシデン

ト発生当時、片舷に約６.５°の横揺れをしていたと推定され、同横揺れ

角から本船に働いた加速度を計算した結果、本件鋼板を右横方向へ滑らす

力（横方向の加速度×荷崩れした本件鋼板の総荷重）が、本件ダンネージ

を重ねた面の静止摩擦力（本件ダンネージ間の摩擦係数×上方向の加速度

による影響を考慮した荷崩れした本件鋼板の総荷重）を上回っていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

本船は、伊良湖水道を南東進中、本件鋼板をひ

と山に積み付けて重心が高くなり、また、本件ダ

ンネージを重ねて使用した箇所があったことか

ら、本船が横揺れする状況で右舵を取ったとこ

ろ、本件鋼板を右横方向へ滑らす力が、本件ダン

ネージを重ねた面の静止摩擦力を上回り、右舷に

荷崩れを起こし、右舷に傾斜するとともに、舵効

きが悪くなり、安全が阻害されたものと考えられ

る。 

原因  本インシデントは、本船が、伊良湖水道を南東進中、本件鋼板をひと山

に積み付けて重心が高くなり、また、本件ダンネージを重ねて使用した箇

所があったため、本船が横揺れする状況で右舵を取ったところ、本件鋼板

を右横方向へ滑らす力が、本件ダンネージを重ねた面の静止摩擦力を上回

り、右舷に荷崩れを起こし、右舷に傾斜するとともに、舵効きが悪くなっ

たことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・適切なダンネージの材質や配置を選定し、荷崩れ防止措置を採るこ

と。 

 




